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1.は じめに～検討の背景等

○ 介護福祉士の資格取得方法については、その資質向上を図る観点から、

平成 19年 に法改正を行い、すべての者について一定の教育プロセスを経た

後に国家試験を受験する形に資格取得方法が一元化 され、実務経験ルー ト

(改正前は実務 3年 +国家試験)については、 6月 (600時 間)以上の課

程を新たに義務付け、平成 24年度より施行することとされたところ。

0 しか しながら、これによる資質向上が期待 される一方、現在の介護分野

においては、離職率が高く、地域によつては人手不足が生 じている等の課

題があ り、介護人材の安定的 4r量的確保に向けた見直 しが′Z、要との意見が

ある.

∈)こ グ)「 今後σ)介護人材養成σ)在 り方に関する検討
・
会」は本年 3月 29 Flに 、

Fil会 ・援護局長が|イ{集する検討会 (厚 4L労働大臣政務官の指示に基づき、

社会・援護力1)及 び老健ナル)が 共1司 で 1:倣1)と して設置され、資質向 11と tt的

1珀:保が 由∫能な1限 り1占 i立 される .k・う、 介護分り子の現1人 に景||し た介護福ネ止lf養

り,tグ )在 り方につい
‐
ご検|;|を 行 うとともに、介護1敵 員全体 1/Jキ ャリアラダー

構築に資するため、介護人材・1雌 成グ)今 後の具体像 t,併せて検言1‐ を行う1)υ )

でル)る 。

● これ までσ)4回 グ́)議論において、実務経験ルー トにおける養成課程 (600

時間 i丼t程 )げ )在 り

'メ

等について検討を行 うとと1)に 、検討に資するために

介i嵯 1職 11イリ「1'等の実施ツtルtに かかる調査等 ()あ わ‐tlて 実施 したところ
(

(l iυ ,中 間 lkと M)|■ 、実,劣経 1験 ルー トにおける養成「果程等の rl‐ り方につい

て、今後 さらに議論を深める際の中間的な議論のまとめとして、検言」
・
会で

の意見、調査結果等を踏 まえ、今後の見直 しの方向性について、現段階で

の検浄1状況等を示す tDの である。

〇 なお、現在 「介護職員等に、よるたんの吸引等の実施のための制度の在 り

方に関する検討会Jにおいて、介護職員等によるたんの吸引等の実施 1/9た

めの法制度の在 り方、たんの吸引等の適切な実施のために
`ど

、要な研修υ)在

り方等について検討が行われているところであるし

○ 本検討会では、当該検討の方向性 tD路 まえつつ、年内に結論を得ること

を日途に、介護職員全体のキャリアラダー構築に資するため、さらに介護

人材養成の今後の具体像について検討を進めることとしたい.



介護人材の養成の現状について～実務者の就業から介護福祉士資格取得ま

でのプロセスについて

介護福祉士受験資格取得方法について

○ 介護福祉士制度については、平成 19年の社会福祉 士及び介護福祉士法改

正 (以下「lf上法改正」)において、多様な人材が介護福祉士となる途を広

く開いておく観点から、従前からの養成施設ルー ト、福祉系高校ルー ト、

実務経験ルー トの 3つの資格取得ルー トを残 しつつ、それぞれの教育水準

を同等にし、資格全体のレベルアップを図るために、すべての者について

一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験する形に資格取得方法が一

元化され、平成 24年度から施行することとされた。

o あわせて、教育内容の充実のために、養成施設ルー ト及び福祉系高校ル

ー トの養成課程について、教育内容の見直 しと時間数の拡充 (2年以上の

養成課程において 1,650時間から 1,800時間に拡充)が行われ、平成 21

年度から新 しい養成課程に基づく教育が行われている。

○ 実務経験ルー トについては、新たに 6月 以上の養成課程 (以下 「600時

間課程」)が創設 されることとなり、平成 24年度からの介護福祉士国家試

験受験に際 して、実務経験に加えて同養成課程の修了が義務付けられるこ

ととなった。

○ 現在の介護福祉士資格取得者 (平成 21年 9月 末現在)約 81.1万人の うち、

養成施設ルー トが約 25.5万人 (約 31.5%)、 実務経験ルー トが約 55,6万

人 (約 68.5%)と なつてお り、実務経験ルー トによる取得がもつとも多く

なつている。

○ なお、講習を修了することにより実技試験を免除することができる介護

技術講習会 (32時間以上)は、毎年 5万人程度が受講 している。

(2)600時 間課程について

○ 上士法改正の検討過程においては、実務経験ルー トについて、「即戦力と

して期待できるものの、4‐
ll度面 。理論面について十分な教育機会が欠けて

いる」との議論があつた。これは、施設・事業所によつて、利用者の状態

像に違いがあることや、指導者の指導方法や考え方にばらつきがあるため



に、それぞれの実務経験やそこで学べる知識・技術に違いがあることや、

1票準的な教育プロセスを経ていないためと考えられる。

○ このような認識から、実務経験 と専門的な技術や行為の裏付けとなる知

識や理論等 とを統合 し、知識・技術の標準化を図ることにより、さまざま

な状態像の利用者や介護場面に対 し、専門的な知識・技術の1長拠に裏付け

られた介護が実施できるととt)に 、その根拠をもつてチームケア、他職種

との連携 。協働、夕J任者への指導、和l用 者や家族への説明等を行 うことが

できる介護福れL士 を養成するために、600時間課程が創設されたし

0 600時間課程は、1,800時間課程と同等の知識・技術に到達することを目

的 とするが、実務者であれば当然経験 していることがらについて改めて教

育することは不要であることや、実務経験があるために初学者より1)短時

間で学習できること t)想 定されることから、1,800時間課程の教育内容・

‖キ間数を精選 して編成 された.

)600時 間課程及び介護職員基礎研修修 l′ 者に文|｀ する研修課程については、

働 きなが「ダit/S｀ 者が多いと考え_ら ブじることから、通イ言課程に ,た る実施がで

きることとしている.,通イ言課程で実施づ
~る

場合は、45‖寺‖||の 面接授業 (い

オ)ゆ るスクー リング)を行 うこととしているぃ

(3) 訪間介護員研修及び介護職員基礎研修について

(訪問介護員研修 )

〇 訪問介護員 ll‐lF修は、訪問介護員として就業する際の基礎的任川資格 とし

ての 2級課程 (130時‖1/以 下「ホームヘルパー 2級研修」)と 、ホームヘ

ルバー 2級研修修了者を対象として主任訪問介護員としての知識・技術を

習得 させるためσ)1級課程 (230時間/以下 「ホーヱ、ヘルパー 1級研修」)

からなる.

実施主体は、都道府県ないしは都道府県如1事の指定 した事業者である。

O ホーノ、ヘルバー 2級研修は、制度上の訪問介護員の任用資格にとどま′,

ず、その他サー ビスについても介護職員 として就業 しようとする際の導入

的な研修や各施設。事業所における採用要件 として (D広 く活用されているし

〇 ホームヘルバー 2級課程の平成 20年度修了者は 136,254人、平成 3年度

か らの累計の修了者は 2,841,458人 (平成 21年 3月 末現在)と なつている。
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○ ホームヘルパー 1級研修は、介護職員基礎研修の膚1設にともない、平成

24年 3月 に廃止される予定となっている。

(介護職員基礎研修 )

○ 介護職員泉礎研修は、介護サービスの質を高める観点から、施設 。在宅

を問わず介護職員として介護サー ビスに従事 しようとする者を対象 とした

共通の研修 として、平成 18年度に創設 された。

○ 研修内容は、ホームヘルパー 1級研修 とホームヘルパー 2級研修を統合

一元化 し、充実強化 したものとされ、500時間以上の課程である。ホーム

ヘルパー 2級研修、 1級研修等のそれぞれの修了歴や実務経験年数に応 じ

て、減免 された時間数の課程が設けられている。

都道府県ない しは都道府県知事の指定 した事業者が実施主体となつてい

る。

○ 介護職員基礎研修の平成 20年度修了者は 4,067人 、平成 18年からの累

計の修了者は 6,453人 (平成 21年 3月 末現在)と なつている。

(600時間課程と介護職員基礎研修等)

○ 介護職員基礎研修修了者については、社会保障審議会福祉部会報告書 (平

成 18年 12月 )において、介護職員基礎研修修了後、実務経験 2年を経た

者に対し、受験資格を付与すべきと提言されたが、その後、士士法改正に

係る国会審議の付帯決議において、基礎研修ルー トの創設に当たつては、

実務経験ルー トとの間で教育内容及び実務経験の水準の均衡に配慮するよ

う求められ、引き続き検討を行うこととなつていた。



3.現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の在 り方に関す

る意見の要点について

(1) 検討にあたっての調査の実施等

○ 検討会開催に先立ち、厚生労働省は、介護福祉 Iヒ の資格取得方法の見直

しに関 して、平成 22年 3月 5日 ～ 4月 4日 までホームページ上にてご意見

募集 (以 下 「ご意見募集」)を行った (有効回答数 2,423件 )。

〇 また、検討会委員等の協力を得て、各事業者団体、施設 。事業所等にお

ける研修等の実施状況に関する実態を把握するために、14成 22年 5月 14

日～5月 27日 まで ド記の 「介護職員研修等実施状況調査」を実施 した (調

査対像期「1は平成 221■ 1月 l「1現在 ).,

(1)■
'業

者 |■1体調査…委員等の所属する事業者卜‖体が介護職 彙障lけ に実

施 J｀ るIlll修の実施状況を把llti(回 答 141・ ll 1/1ゞ ).

(2)施設・事業所調査…施設 。事業所における研修等 1/9実 施状況を把 1サィt

(IⅢI答 1,273事業所 ).

③ 職員調査…個々υ)介護人材の研修ニーズ等を把握 (llll答 3,334名 ).,

()=｀意りと募集等の結果については、以 下、11な 意見t/9要 点においてポイン

トを引り11す ることとしたい。

(2) 介護福祉士資格取得までの養成の在 り方について

(養成の在 り方を検討する基本的な考え方 )

〇 検言寸
‐
会においては、介護人材の量的な確保のために多様な人材が参人で

きるルー トが必、要であること、在宅・施設問わず少なくともホームヘルバ

ー 2級研修程度の研修が必、要であること、また、介護福祉士資格取得まで

に何 1)かの研修ない しは研鑽が必、要であることについては、おおむね意見

は共通 していたっ

O ただ し、介護福れL士に至るまでの教育の在 り方については、600時間程

度の研修が必要とい う意見と、600時 間課程は現実的ではないとする意見

があった。



○ また、介護サービスに求められるケアの質 (個別ケアや小規模多機能ケ

アを通じた尊厳や自立を支えるケア)やケアの高度化 (認知症ケア、医療

ニーズをもつ人への対応等)を踏まえて養成のあり方を検討すべきである

こと、段階的な研修の修了による能力・役割の開発がサービスの質を向上

させるとともに介護職員の処遇改善や社会的評価の向上に結び付くべきこ

と、介護福祉士資格は介護職員のキャリア形成における中核的な地位であ

り、資格取得後の継続教育やキャリアアップも必要であることについての

異論は少なかつた。

0 600時 間程度の研修が必要との意見は、次の点を論拠 とした。

・ 介護サー ビスの質の高度化を促進するための中核的な担い手 として、

介護福祉士が医療職 との連携、緊急 F寺 の対応や判断、初任者への専門的

根拠に基づく指導、利用者や家族への説明等を行 ううえで、現状の実務

経験 3年のみでは、知識・技術等の標準化が図 りにくい。

・ 多様な人材を介護職員として参入させるからこそ、中核的な担い手で

ある介護福祉上については、その専門的知識・技術に対する信頼が得 ら

れるようにすべきであり、そのためにある程度の教育が必要である。

。 これまで 3年の実務のみで受験できることが、他の専門職等からの社

会的な評価が低 くなる一因であつた。

・ 研修によリサー ビスの質の向上を図ることが、介護職員の一層の処遇

改善について国民の理解を得ることにつながるのではないか。

・ 介護サー ビスの中核的な担い手である介護福祉士の技能を標準化する

ことで、介護サー ビス及び介護教育の標準がつくられ、産業 として発展

し、世界へ発信することも展望できる。

600時間課程は現実的ではないとする意見は、次の点を論拠 とした。

研修など継続的な資質向上の必要性そのものは認めるが、介護職員及

び事業者の時間的、経済的な負担を考えると現実的ではない。

介護職員に求められるものが多いにもかかわらず処遇は良くない。

都市部を中心 として介護労働者が不足している現状から、この課程を

受講することは困難であり、政策の優先順位を見直すべき。

現在の介護サービスや人材の質が悪いから質を上げるべきとい うので

あれば、求めるサービスの質や人材の質について明確に示すべき。

600時間課程 との相互補完可能な他の手段による資質の向上策 (他研

修の読替え、事業所における共通の能力評価基準の整備等)、 質の担保策

(技能検定等)が必要ではないか。

0 600時間課程は現実的ではないとする意見に関連 し、ご意見募集におい

て 600時間課程を義務付ける方向性への評価 (「 良いと思 う」「良くないと

○



思 う」「どちらともいえない」から択一)を聞いたところ、「良くないと思

う」 との意見は、特に、「介護福祉士資格をもたない介護サー ビス従事者」

(50.77))、 「介護サー ビス経営者」(68.0%)、 「介護サービス利用者 。家族」

(62.2%)に 多かった。

600時間課程に対 しては、「介護福祉」I資格をもたない介護サー ビス従事

者」は 「資質向上のため一定の養成課程は必要であるが 6カ 月以上では長

すぎる (「 一定の養成課程は必要であるが長すぎる」)」 が最 も多く 38,7%、

次いで「養成課程の実施は当面見合わせるべき (「 当面見合わせ」)」 が 27.9%、

「介護サー ビス経営者」は 「当面見合わせJが 34.3%、 次いで 「一定の養

成課程は必要であるが長すぎる」28.0%と の意見であつた。

① 他方、600時間課程を義務付ける方向性について 「良いと思 うJと 1/D評

側iは 、「介護 人材教育関係者」(56.0ツ ))、
「医療関係者」(48.8ツ ))で多かっ

た,)

600時間課程に対 しては、「資質向上のため 6カ ナ1以上υ)美成課程は必要

(以 ド「6カ 月以 liの養成課程は必、要J)」 との意見が 1)っ と 1)高 く (介護

人材教育関係者 39.5%、 医療関係者 311.194)、 次いで 「 ‐定の養成「丼:程は
`∠

、

要でル)る が長すぎるJ(27.8%、 34.1%)であった.

(つ  また、「介護福祉IL資 格をイi・ する介護サー ビス従事者」は、「どちらと 1)

いえ_な い」 (710.b%)、 「良いと思 う|(32.6%)、 「良くないと思 う」 (27.2%)

と、 評イlIはう)かオし́ていた。

600時間課程に対 しては、「 ‐定σ)j犠 成課程は必要であるが長すぎるJ

53.rl%)、 「6カ 月以 Lの養成課程は必要J19.2%)で あるとの結果で(|)っ た,

0 「介護福祉士は現状でセ)十 分な資質が備わってお り、 6カ 月以 11の 養成

課程は必要ないJと の意見は、「介護サー ビス経営者J21.7%、 「介護福れL士

資格をモ)た ない介護サー ビス従事者」15.7%、 「利用者 。家族J18.9%で あっ

たが、「介護福祉士資格を有する介護サー ビス従事者」、「介護人材教育関係

者」、「医療関係者」では 10%未満であつた。

0 ご意見募集では、600時間課程の義務付けについて次のような意見 (フ

リーアンサー)があった。

(600時 間課程の義務付けに肯定的な立場からの意見】
・ 介護福祉士は、介護職υ)リ ーダーであり、安易に取得できるように

すべきではなく、今回の改正のように相応の努力を求めることは大り].

・ 介護職としての素質があってt,十分な教育機会を受けたことのない

者はバーンアウトしてし、資う̀ ,し つかりとした倫理観やスーバービジ



ョン、ケースワーク等の知識を身に付けることが必要。

しつか り教育を受けて、サービス利用者が納得できる内容の介護を

提供 してほ しい。介護は命に関わることと理解 してほ しい。

介護のプロとして幅広い知識を身につけるべき。基礎的な知識を欠

いている場面をよく見る。

介護技術、対人援助技術、介護計画、記録、相談、医学的知識、多

職種 との連携等の強化を養成研修に加えていただきたい。

【600時間課程の義務付けに否定的な立場からの意見】
。 資質向上よりもまずは人材確保が優先されるべき。
0受 講費用試算の 20～ 30万円の負担は厳しい。
。 現場の実情から、600時間の教育課程ではなく、合格者に対しての

10時間程度の講習を義務付けることにできないか。

・ 介護の経験がない新卒者等にとって、実務 3年で介護福祉士の資格

が取得できることが大きな目標・魅力になっている。介護の職場に入

ろうとする意欲を減退させるような改正には反対。
。 資質向上のみを求めても待遇が伴わなければ離職に拍車がかかるだ

け。待遇改善こそが重要。

○ なお、検討会では、介護職員によるたんの吸り1等 の医療的ケアの実施に

関する検討について、このことが介護福祉士とも密接に関連することから、

この検討状況等も踏まえつつ、介護福祉士の役割や養成について検討すべ

きとの意見があつた。

また、介護のニーズ・業務の幅が広いため、人材の量と質の必要性を議

論するにあたつては介護業務の中で介護福祉士が専門職 として担 うべき業

務 とそれ以外の業務 とを整理 して議論すべきとの意見や、介護職員のモチ

ベーションの多様性を考慮 して議論すべきとの指摘もあつた。

○ 以上の点を踏まえ、今後、介護職員、介護福祉士それぞれに求められる

役割、業務、必要な人材の量、質について整理 しながら、就業時から介護

福祉二L資格取得に至る研修のあり方についてさらに検討を進めることが必ヽ

要 と考えられる。
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(養成体系のあり方 )

○ 現行の養成体系 (600時間課程、介護職員基礎研修、ホームヘルパー 2

級研修)については、介護職員が段階的・効率的に学習できるよう、複雑

イヒした体系を見直 し、既受講歴を積み上げられるようにすべきと指摘 され

た。

○ ホームヘルパー 2級研修については、就業前の一定の研修の必要性から、

現行のホームヘルパー 2級研修相当σ)何 らかの研修は必要であるとσ)意 見

が多数であった。

こυ)う えで、現状の研修では不十分であるため内容・時間を拡充すべき

とσD意 見や、施設職員に 1)就業前の研修が4と 要ヽとの意見、さらに、属宅・

施設、障害 t)含 lT介護職の包括的な導入研修 として見直すべきと1/j意 見 1,

あ っ た .

C)介 護職員基礎研修については、内容面でσ)意義を評価する意見がル)っ た
一ノプで、位置iづ けや受講メリットがイく明確であり見直 しが′∠、要とσ)意 見が

ル)′っプ■(|

O 今後の研修の段階 。体系にノ)いてυ)検討にあた /り ては、各段階の研修 r/1

が1達 日標 、研修修 t′ 者の業務・役割・位置づけ等を明確にす る必要がル)る

と考え喝れ る。

(3) 研修の実施方法について

(身近な地域で受講できる環境の必要性 )

〇 ご意見募集や、本検討会で実施 した施設・事業所調査、職員調査いずれ

において 1)、 回答者の所属 。属性を問わず、「身近な地域で受講できる環境

が ,∠、要であるJと の意見が最 も多く、職員調査では 61.5%に達 していた。

検討会において t)、 身近な地域で受講できるための研修実施方法の工夫

や多様な教育資源の活用等に関 してさまざまな意見が出されたところであ

り、今後、具体的な実施方策について検討する必要があると考え_ら れる.

〇 事業者団体調査等においては、各職能団体、事業者団体、都道府県・指

定都市の研修機関において、介護職員を対象 とした各種の研修が行われて

いる実態が明らかとな り、これ ら多様な教育資源を活かすべきとの指摘が

多くあった。



(研修の実施方法の工夫 )

○ 研修の実施方法については、養成校の教員が出向く形での授業の実施や、

e― ラーニング等を認めるべきとの意見があつた。

○ 通信による 600時間課程ではスクー リングが 45時間 (6日 程度)である

とについて、これによつて十分に受講可能だという意見がある一方で、

り高い学習効果を得るためにスクーリングを増やすべきとの指摘もあつ

○ なお、職員調査で、「休 日や年次有給体暇、研修支援制度の活用等により

年間で外部研修やスクー リング等に参加可能な日数」を聞いたところ、最

多は 「3～ 4日 程度J(26.5%)、 次いで 「5～ 9日 」 (23.6%)で あつた。

必要な研修受講支援策については、最多は 「身近な地域で受講できるこ

と」(61.5%)で あり、「通信学習により学習できるようにする」21.5%、 「ス

クー リングの期間をなるべく短くする」18.2%で あつた。

(多様な教育資源の活用 )

○ 多様な教育資源を活用 した り、他の研修の受講歴を読み替えるべきとの

指摘が多く見られた。

・ 地域において他の事業所の職員の養成も行える施設 。事業所を、養成

の拠点的な施設 として活用すべき。その際、講師等の養成を合わせて行

うべき。

・ 科 日ごとの単位認定を行 うことにより、他研修の読み替えを可能 とす

べき。

・ 読み替えの対象 となる研修 として、認知症実践者研修等の全国的に制

度化 された研修の他、職能団体、事業者団体、都道府県・指定都市社会

福祉協議会等が行 う研修を活用すべき。

・ 複数の研修機関や事業者団体や地域で連携 した り、相互に履修歴を認

定 し合 うなどして、介護職員の学習機会を増やすべき。

○ 施設 。事業所における職場研修については、業界共通の職業能力基準、

サー ビスの質の評価指標、検定試験等と組み合わせることなどによつて、

職場内研修を含む研修履歴を介護福祉士に至1達するまでの学習歴 として評

価すべきとの指摘があった。一方、職場研修を評価する前提 として指導者

の充実が必、要であるが、現状では各施設・事業所にはそのような人材が不

足 してお り安易な職場内研修の活用は慎重であるべきとの指摘 もあつた。

こ

よ

た
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○ なお、施設・事業所調査によれば、教育担当職員を置いている事業所は

53.4%、 年間の職場内研修の実施回数は 12回 (最頻値。以下同じ)、 1回 あ

た りの時間数は最頻値に基づくと 1時間程度、職員 1人 あた りが職場内研

修を受ける時間数は年間合計で 3時間未満であった。職場内研修の回数 。

時間数、職員の受講機会については、施設・事業所によつて、あるいは正

規雇用か否かによっても違いがあると解される結果 となった。

(4) 研修の受講支援策について

(受講費用の負担 )

○ 職員調査では、「外部研修やスクー リングに参加するにあた■)て 自己負担

できる金額Jを聞いたところ、種別を|‖ |わず最多が「1万 円未満」(30.9%)、

次いで 「1～ 2万 円J(27.7%)と なったぃ

〇 職it調査において、過去に外部研修を受講 した1際に施設 。事業者か F)受

講費りll 1/9負 担がさメしたかどうかを聞いたところ、施設
‐リーービス、1‐也域密着

型サー ビスでは、半数以 卜1の 口1答者が施設 。事業者から費用負担が行われ

たとしている t)の の、在宅サービスでは 68.5%が 費用負lltはなかったとし

た。

他方、方位設 ■:|「 業,,「 訂樹査で、1殿 Itが 外部イリil夕 (介 :隻 ネ∴iれたlf資 イ各‖支イI卜 に 1限

ら4tい)を受 11年 した場合の費り11負 |「1の 有無を聞いたところ、在宅サー ビス

では 43.7%の li業所は費用負担を行ってい/ktか つたが、施設サー ビス、地

域密 irl型サー ビスでは費月1負 打1を 行つていない施設・事業所 1/1宵 1合 は低か

った (施設サー ビス 0.8%、 地域伴i着型サー ビス 6.6%).,

0 施設・事業所調査では、介護編祉十資格を取得 した場合に資格取得手 11

を設けている施設 。事業所が 62.5%あ ったぃ

○ 検許1会 では、職員が自ら時出1的 。金銭的な負担を してで 1)資格を取得 し

ようとするためには魅力ある職場 。処遇が必要との意見や、600時階1課程

の費用負担の在 り方について議論すべきとの指摘があった。

(施設・事業所に対する支援 )

○ 施設事業所調査によれば、介護職員が外部研修 を受講す る際は、「勤務 シ

フ トの変更」で対
・
応 しているところが最多 80.7%)で あ り、「派遣職 員やア

ルバイ トを確保す る」は 4.=1%に 過 ぎ4rか った。

■
■

■
■



○ 職員調査では、「スクー リング期間中に体暇が取れる環境や制度面での支

援が必要」31.9%、 「受講期間中の代替職員が円滑に確保できるようにする

必要がある」30.2%と なっていた。

○ 検討会では、施設。事業所に対する支援として次のような意見があつた。

・ 配置に余裕がない小規模事業所において、職員のやりくりに余裕がな

いために、職員が研修に参加すると人員配置基準を満たすことが困難と

なることから、研修受講の際の人員配置基準の運用の緩和が必要。

・ 研修受講による欠員に対して地域で介護職をプールしてカバーできる

ような仕組みや、給与の補てん等、代替職員の確保の支援が必要。

・ 研修の充実等により職員の能力を高め、質の高いサービス提供に取り

組む事業所に対して報BIl等 による評価が必要。

(5) その他

○ 介護福祉士資格取得後のさらなるキャリアアップの仕組み として、専門

介護福祉士 (仮称)等について次の意見があつた。

。 医療的ケア、認知症ケア、障害への対応、サー ビス管理等のマネジメ

ン ト等も含め専門介護福祉士 (仮称)について検討すべき。

・ 介護福祉士の上位の研修を設け、キャリアデザインを描ける仕組み と

することが必要。

・ 小規模チームで1青報を共有 し、介護人材を育成 。マネジメン トできる

リーダーや管理者の育成が急務であり、ここに一定の支援や評価が必要。

その他下記の意見があつた。

常に実践の変化を踏まえてカリキュラムを見直すべき。

将来的な方向性 としてケアを広 くとらえて保育・看護・ リハ等も含め

た共通の基礎教育、資格横断的なキャリアパスをつ くることも念頭に議

論をすべき。

CSI(Customer Satisfaction lndex)、 クオ リティインディケータ

ー (Quality lndicator)等 の指標等により、サー ビスの人材、プロセス、

結果を可視化することを含め、検討すべき。

日本版 NVQ(National Vocational Qualification)等 とも連携 し、

キャリアアップσ)仕組みを検討すべき。

○
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4。 今後の検討の方向性について

これ までの議論を踏まえた現段階の共通理解 として、今後の検討の方向性

を整理すると、おおむね次のとお りであった。

この方向性を踏まえ、本検討会は、年内に結論を得ることを日i金に、今後、

介護人材養成体系の全体像を議論するなかで、就業から介護福祉士資格取得

に至るまでの養成体系のあり方、専門介護福れた士等介護福祉士資格取得後の

継続教育及びキャリアアップの在 り方等について検討する。

〇 多様な経歴の人々が介護の付I事へ参人できるよう問目を維持 しつつ、段

階的な技能形成を可能にすることで、量の確保 と資質の向 Lが 両立できる

J〔 うにづ
~る

ことが必、要
`.

〇 現状での支援策等を前提 とする限 り、今回の介護職 it研修等実施状況調

査の結果を踏まえ=る と、600時 1嗣 課程を平成 24イ li度 か ,,予定どお り施行す

ることに対応できない事業者、従 J「 者が多数である
`,

O 実務者が介i隻

`議

1れL十資格取得に至るブ |■ セスの検討にあたつては、600

時間課程、介護職員基礎研修、ホーノ、ヘルパー 2級研修等 との関係を見直

し、従事者が働 きながら段階的にステ ッフアップ
.が

できるlllf修受講が可能

となるよう、研修体系を再瓶薔することが4と 要ヽ.

そυ)際、新 しい研修体系1/2中 において 1)、 現行υ)ホ ーノ、ア、ルバー 2級相

当σガト護職彙の導人的な″「修は維持すべき。

〇 その体系の再編にあたっては、各段階の介護職員の役割、求めらオじる能

力、キャリア等とυ)関係を明確に し、段階的な技能形成 とキャリア‐/ダー

の構築を図ることが,ど、要。

〇 介護福祉十に至るまでの教育の在 り方については、600時間程度の研修

が必要 とい う意見と、600時間課程は現実的ではないとする意見があるが、

介護福祉士取得段階の到達 目標 としては、利用者が望lr質の高いサー ビス

が提供できるよう、専門性の向上、根拠に基づく介護の計画的な実施、医

療職等 との連携、未経験者等への指導を行 うことができることとすべきし

○ さらに、現在、介護職員のたんの吸引等の医療的ケア実施にかかる検討
が行われてお り、このことは介護福祉士の教育内容とも密接にかかわるこ

とか ら、そ1/9議論を踏 まえつつ、介護福祉士の実務経験ルー トの教育内容
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の在 り方についても見直 しを検討すべき。

○ 実務者が身近な地域で、無理なく、効率的に学習できるよう、多様な教

育資源を活用 し、多様な方法で学習できる方策や一定の要件を満たす研修

受講歴を読み替える仕組み等を講ずるべき。

○ 利用者に質の高いサー ビスを提供するために、従事者は自ら資質の向上

に努めること、事業者は従事者の研修機会の提供 。確保に努めるとともに

従事者の資質向上に応 じた処遇改善に努めること、養成関係者は多様な学

習プログラム・方法の開発に努めることが必要。

○ 国及び地方公共団体は、実務者の学費負担の軽減、事業者の代替職員確

保に対する支援策を講ずる等、介護職員が研修に参加 しやすい環境整備に

努めるべき。

○ 国は介護職員の資質向上の努力を促進する報酬体系等のあ り方について

検討すべき。

○ 医療的ケア実施に係る教育内容等の検討、介護福祉士資格取得に至るま

での研修体系の再編 と施行準備に時間を要するため、介護福祉士の実務経

験ルー トについては見直 した うえで、その施行は平成 24年度から3年程度

延期すべき。なお、実務経験ルー トの教育課程の再編にあたつては、事業

者、従事者が対応できるものとすべき。

○ 養成施設ルー トヘの国家試験義務付けの施行時期についても、併せて見

直 しを検討すべき。
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名 ユＨＩＩ 職 名

社団法人 日本介護福祉士会会長

隣聴
わ
因 日本ホームヘルパー協会会長

カワハう   シrlウ

河原 四良 Ulゼンセン同盟日本介護 クラフ トユニオン会長

カワハラ   ヒデオ

リ||サ京 秀 1夫 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会理事長

キタムラ  トシユキ

北小l 俊 11

Elマムラ   コウヘイ

◎ 駒村 康■

コレエダ   サチ働

り■本支  ネ羊14. 尺妻 女千大学 人間関係学部人1嗣 福れた学科教1受

タチカ    ヒロカズ

間中  1専

ナカオ    タツヨ

中尾 辰代

|(||ll'|「 業高・の71を 1ヽ ν,る

知恵枷̈

”印
ヒロユキ

博之

″研叫騰

日本社会事業大学専門職大学院准教授

ホッタ   サトコ

堀田 聰子 ユ トレヒト大学社会行動科学部訪問教授

マスダ

秒|「1

イ
平

繁
和 公益社l・

ll法 ノ、全国老人福ねL施設協議会介護保険委員会委員長

ヤマダ   ヒロシ

山田 尋走 NPO法 人介護人材キャリア開発機構理事長

◎ :座長
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今後の介護人材養成の在り方に関する検討会開催経過

第 1回 平成 22年 3月 29曰

○ 介護人材の現状等について

○ 平成 19年 「社会福祉 J」及び介護福ネL士法」の一部改正について

○ 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関する論点について

第 2回  平成 22年 4月 26日

○ 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関する論点について

○ 研修等実施状況調査 (案)の内容について

第 3回 平成 22年 6月 28日

○ 研修等実施状況調査の結果について

○ 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関する論点について

第 4回 平成 22年 7月 29騰

○ 現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の在 り方に

関する意見の要点と今後の検討の方向性について (中 間まとめ案 )
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